
（参考１）農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の体系
（令和４年４月現在）

中央環境審議会
（土壌農薬部会）

汚染のおそれのある地域
（諮問） （答申）

汚染のおそれのある地域の実態調査

細 密 調 査 対策地域の指定要件の設定
（環境大臣）

都道府県：法第11条の２ 【カドミウム】
地 域 指 定 生産される米中の濃度が

(農用地土壌汚染対策地域の指定) 0.4 ppm超の農地

【銅】
都道府県知事：法第３条 土壌濃度が125 ppm以上の田

※ 【ヒ素】
土壌濃度が15 ppm以上の田

計 画 策 定
対策計画策定のための (農用地土壌汚染対策計画の策定)
補足詳細調査 原因究明調査等の実施

都道府県知事：法第５条 （発生源，寄与度）

対策地域調査 環境大臣及び
農林水産大臣

都道府県：法第11条の２ の同意
費用負担計画

対 策 事 業 (公害防止事業費事業者負担法)

公害防除特別土地 都道府県知事,市町村長
改良事業等の実施
(農用地の排土,客土,水源転換等)

都道府県，市町村：土地改良法等
（農林水産省の補助事業等）

対策事業の効果確認調査

発生源対策の実施

・水質汚濁防止法
※

・大気汚染防止法

指 定 解 除
・鉱山保安法

(農用地土壌汚染対策地域の指定解除)
・金属鉱業等鉱害対策

再汚染の監視・モニタリング 都道府県知事：法第４条 特別措置法

解除地域調査

都道府県：法第11条の２ ※ 特別地区の指定
都道府県知事 法第８条

作付け等に関する勧告
都道府県知事 法第10条

※ 特別地区の解除
都道府県知事 法第９条


